
2027(令和 09)年度採用分 募集要項・求人票【川村小学校】 

記載項目 記載内容 

① 業務内容 （雇入れ直後）小学校教諭(全科) 

（変更の範囲）なし 

② 契約期間 令和 9年 4月 1日から令和 10年 3月 31日まで(契約専任) 

(ただし、勤務状況及び経営状況により判断し、翌年度以降、更新または期限のな

い専任(定年 65歳、退職金あり)への転換機会あり。) 

③ 試用期間 試用期間あり（6か月） 

④ 就業場所 （雇入れ直後）川村小学校(東京都豊島区目白 2－22－3) 

（変更の範囲）なし 

⑤ 就業時間 08:00～17:00のうち 8時間 

⑥ 休憩時間 1時間 

⑦ 休日 土日、祝日（土曜日は月 2回、夏季・冬季休業期間を含む） 

⑧ 時間外労働 あり(超過勤務手当あり) 

⑨ 賃金 月給 237,610万円（大学新卒者の場合、諸手当を含む、令和 8年度実績） 

賞与 年 2回、通勤手当 月 10万円(6か月定期券の 1/6)まで 

扶養(配偶者)手当 10,000円、扶養(子)手当 15,000円 

扶養(その他)手当 10,000円、児童特別手当(18歳以下)13,000円   

⑩ 退職金 契約期間中(有期雇用中)はなし 

⑪ 加入保険 雇用保険、労災保険、年金・健康保険(私学共済) 

⑫ 受動喫煙防止措置 敷地内禁煙 

⑬ 募集者の氏名又は名称 学校法人 川 村 学 園 理事長 寺 本 明 子 

⑭ 募集人数 3名 

⑮ 応募資格・条件 ・既卒の方もしくは卒業見込の方 

・教職免許状取得済の方もしくは取得見込の方 

・宿泊引率のできる方(年間 3回 10泊程度） 

⑯ 応募書類 ・履歴書(自筆のこと、E-Mail ｱﾄﾞﾚｽをお持ちの方は記載してください) 

・卒業証明書もしくは卒業見込証明書 ・成績証明書 

・教職免許状の写し(更新講習を修了されている方は「修了確認証明書」の写し) 

・健康診断書の写し(1年以内に受診した) 

※提出書類は返却いたしませんので、ご了承ください 

⑰ 送付先・問合せ先 〒171-0031東京都豊島区目白 2-22-3 

学校法人 川村学園  事務局 人事給与室 宛 

E-Mail：JJKY@kawamura.ac.jp ／ ℡：03-3984-8077 ／ Fax：03-3984-9132 

⑱ 試験内容 第 1次選考 書類審査 

第 2次選考 指導案作成・模擬授業、面接 

※選考結果および試験詳細については、各合格者のみに E-mailもしくは電話で連絡します 

⑲ 特記事項 ・本業務へ従事するに当たっては、令和８年 12 月 25 日までに施行予定の学校設

置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措

置に関する法律（令和６年法律第 69号。以下「こども性暴力防止法」といいま

す。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要

となります。 

・特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴

力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるた

め、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めるこ

ととしています。 

・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯

罪の前科の有無を確認いたします。 

※「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容は別紙参照条文をご参照くだ

さい。 
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別紙（参照条文） 

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６

年法律第 69号）（抄） 

 （定義） 

第二条（略） 

７ この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。 

一 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、

第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条（同項の罪に係る部分に限る。）の罪 

二 盗犯等の防止及び処分に関する法律（昭和五年法律第九号）第四条の罪（刑法第二百四十一条第一項の

罪を犯す行為に係るものに限る。） 

三 児童福祉法第六十条第一項の罪 

四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律（平成十一年法律

第五十二号）第四条から第八条までの罪 

五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消

去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六条までの罪 

六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政

令で定めるもの 

イ みだりに人の身体の一部に接触する行為 

ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機

その他の機器（以下このロにおいて「写真機等」という。）を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体

を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為 

ハ みだりに卑わいな言動をする行為（イ又はロに掲げるものを除く。） 

ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為 

８ この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 

一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者（その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者

（当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。）を除く。）であ

って、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないも

の 

二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定し

た日から起算して十年を経過しないもの 

三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受

けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの 

附 則 

（改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係） 

第二条 第二条第七項（第一号に係る部分に限る。）の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる

罪とみなす。 

一 刑法の一部を改正する法律（平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。）

による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪

の未遂罪 

二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和五年法律第六十六号）第一条の規定による改正前の刑

法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪 

２ 第二条第七項（第二号に係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定に

よる改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪（刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四

十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。）は、同号に掲げる罪とみなす。 

（懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係） 

第三条 第二条第八項（第一号及び第二号に係る部分に限る。）及び第三十四条第二項（第一号並びに第二号ロ

及びホに係る部分に限る。）の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七

号）第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、

拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。 

 

※第２条第７項第６号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のた

めの措置に関する法律施行令（令和７年政令第 440号）（抄）第２条及び附則第２項に掲げる条例（各都道府

県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例）で定める又は定められていた罪であって、同号イから

ニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。 


